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      資料編 

 

 

１ 第４次藤沢市子ども読書活動推進計画の策定経過 

 

実施日 会議名、内容等 

2019 年（令和元年） 

７月 23日 

藤沢市子ども読書活動推進計画作業部会（第１回） 

◆ 「藤沢市子ども読書活動推進計画」について 

◆ 改定スケジュール及び作業部会について 

◆ 平成 29・30 年度事業の報告及び評価について（各課現状報

告） 

◆ 計画の点検評価について 

◆ アンケート調査項目について 

８月 21日 

藤沢市子ども読書活動推進計画作業部会（第２回） 

◆ アンケート調査項目について 

◆ 第１回作業部会意見について 

◆ 計画の点検評価について 

９月 11日 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第１回） 

◆ 「藤沢市子ども読書活動推進計画」及び改定スケジュールに

ついて 

◆ アンケート調査の実施について 

12 月 13日～27日 
藤沢市子ども読書活動推進計画改定にかかるアンケート調査の実

施 

2020 年（令和２年） 

１月 20日 

藤沢市子ども読書活動推進計画作業部会（第３回） 

◆ アンケート調査について 

◆ 第２回作業部会意見について 

◆ 計画の点検評価について 

１月 29日 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第２回） 

◆ アンケート調査について 

◆ 「ふじさわ子ども読書プラン 2020」の点検評価について 
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実施日 会議名、内容等 

６月８日 

（書面会議） 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第３回） 

◆ 藤沢市子ども読書活動推進計画改定スケジュール（案）につ

いて 

◆ アンケート調査報告書について 

◆ 子ども読書活動推進計画改定にむけての意見等について 

７月 27日 

（書面会議） 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第４回） 

◆ 第４次藤沢市子ども読書活動推進計画（骨子案）について 

◆ 子ども読書活動推進計画改定にむけての意見等について 

８月 28日 

（書面会議） 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第５回） 

◆ 第４次藤沢市子ども読書活動推進計画骨子（案）について 

◆ 子ども読書活動推進計画改定にむけての意見等について 

10月 13日 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第６回） 

◆ 第４次藤沢市子ども読書活動推進計画（素案）について 

◆ パブリックコメントの実施について 

◆ 今後のスケジュールについて 

11 月４日～ 

12 月４日 

藤沢市子ども読書活動推進計画（素案）に対するパブリックコメ

ントの実施 

2021 年（令和３年） 

１月 18日 

（書面会議・正副委員

長及び事務局確認） 

藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会（第７回） 

◆ パブリックコメント結果について 

◆ 第４次藤沢市子ども読書活動推進計画（案）について 

◆ 今後のスケジュールについて 
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２ 藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱・委員名簿 

（１）藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会の設置及び運営に関す
る要綱  

（趣旨） 

第１条 藤沢市における子どもの読書活動を推進するため、子どもの読書活動に関する法律（平成

13年法律第 154号）第９条第２項の規定に基づき、「藤沢市子ども読書活動推進計画」（以下「計

画」という）を策定（改定）し、子どもの読書活動に係わる施策の推進を図るため、藤沢市子ど

も読書活動推進計画策定委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 （１） 計画の策定（改定）に関すること。 

 （２） 前号に掲げるもののほか、計画を策定するために必要な事項。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、17名以内とする。 

（委員） 

第４条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 （１） 学識経験者 

 （２） 学校教育関係者 

 （３） 幼児教育関係者 

 （４） 社会教育関係者 

 （５） 子どもの読書活動推進関係者 

 （６） 行政関係者 

 （７） その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会には、委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（招集） 

第７条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開催し、議決することができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

（作業部会） 

第８条 第２条の所掌事務の細部について検討するため、市職員等で組織する作業部会を置くこ

とができる。 

（意見の聴取） 

第９条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明または意

見を聞くことができる。 
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（秘密の保持） 

第 10条 委員は委員会の中で知ることができた個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしては

ならない。委員を退いた後も同様とする。 

（報酬） 

第 11条 委員会の委員の報酬は、藤沢市非常勤職員の報酬等に関する規則（昭和 43年規則第 22

号）に定めるところによる。 

（庶務） 

第 12条 委員会の庶務は、生涯学習部総合市民図書館において総括し、及び処理する。 

（委任） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営について必要な事項

は、委員長が委員会に諮って定める。 

 附  則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、平成 16年 11月９日から施行する。 

 ２  この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

 ３ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

  



    
78 

 

（２）藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿  

● 令和元年度 

（委員名は順不同。敬称略） 

 委員名 選出区分 備考 

委員長 菊地 彰子 学識経験者 
神奈川県子どもの読書活動推進

会議委員 

副委員長 石川 美保子 社会教育関係者 藤沢市社会教育委員会議 

委員 和智 砂奈美 学校教育関係者 藤沢市小学校長会 

委員 大島 昭彦 学校教育関係者 藤沢市中学校長会 

委員 鳩 憲子 幼児教育関係者 特定非営利法人藤沢市幼稚園協会 

委員 中村 江梨子 
子どもの読書活動推進

関係者 

図書館・図書室おはなし会 

ボランティア 

委員 小川 智子 公募委員  

委員 小林 麻子 公募委員  

委員 神原 勇人 生涯学習部長  

委員 齋藤 拓也 生涯学習総務課長  

委員 川口 浩平 子育て企画課長  

委員 中川 あをい 保育課長  

委員 加藤 淳一 青少年課長  

委員 阿部 進 子ども健康課長  

委員 佐藤 繁 教育総務課長  

委員 窪島 義浩 教育指導課長  

委員 市川 雅之 総合市民図書館長  

 

【事務局（総合市民図書館）】 

饗庭 寛子 主幹 

田嶋 有紀子 専任主幹補佐 

小島 大輔 主査 

松田 かのん 事務職員 
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● 令和２年度 

（委員名は順不同。敬称略） 

 委員名 選出区分 備考 

委員長 菊地 彰子 学識経験者 
神奈川県子どもの読書活動推進

会議委員 

副委員長 石川 美保子 社会教育関係者 藤沢市社会教育委員会議 

委員 和智 砂奈美 学校教育関係者 藤沢市小学校長会 

委員 小林 秀夫 学校教育関係者 藤沢市中学校長会 

委員 鳩 憲子 幼児教育関係者 特定非営利法人藤沢市幼稚園協会 

委員 中村 江梨子 
子どもの読書活動推進

関係者 

図書館・図書室おはなし会 

ボランティア 

委員 小川 智子 公募委員  

委員 小林 麻子 公募委員  

委員 神原 勇人 生涯学習部長  

委員 齋藤 拓也 生涯学習総務課長  

委員 川口 浩平 子育て企画課長  

委員 古郡 亘幸 保育課長  

委員 伊藤 雅浩 青少年課長  

委員 阿部 進 子ども健康課長  

委員 佐藤 繁 教育総務課長  

委員 坪谷 麻貴 教育指導課長  

委員 市川 雅之 総合市民図書館長  

 

【事務局（総合市民図書館）】 

小泉 謙二 主幹 

安藤 弘和 館長補佐 

小島 大輔 主査 

松田 かのん 事務職員 
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３ 藤沢市子ども読書活動推進計画作業部会設置要綱・委員名簿 

（１）藤沢市子ども読書活動推進計画作業部会設置要綱  

（目的及び設置） 

第１条 本市の子ども読書活動推進計画を策定するにあたり、「藤沢市子ども読書活動推進計画策

定委員会の設置及び運営に関する要綱」第８条に基づき、藤沢市子ども読書活動推進計画作業部

会（以下「作業部会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 作業部会は、藤沢市子ども読書活動推進計画の策定に向け、調査及び検討を行うものとす

る。 

（組織） 

第３条 作業部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織し、別表１に掲げる関係課の原則と

して上級主査級以上の職員をもって構成する。 

（部会長及び副部会長） 

第４条 部会長は、総合市民図書館職員をもって充てる。 

２ 部会長は、作業部会を代表し、その所掌事項を総括する。 

３ 副部会長は、生涯学習総務課職員をもって充てる。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 作業部会は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 

（意見聴取） 

第６条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を

聞くことができる。 

（庶務） 

第７条 作業部会の庶務は、総合市民図書館において総括し処理する。 

  附  則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 25年７月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

＜別表１＞ 

 部 会 長  総合市民図書館 
 副部会長  生涯学習総務課 

（生涯学習担当） 
 委  員  教育指導課 
       小学校教諭 
       中学校教諭  
       総合市民図書館 
       子育て企画課 
        保育課（幼稚園担当） 
       保育課（保育士） 
       青少年課 
        子ども健康課（保健師） 
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（２）藤沢市子ども読書活動推進計画作業部会委員名簿  

 

● 令和元年度 

（委員名は順不同。敬称略） 

 委員名 部署名 役職名 

部会長 饗庭 寛子 総合市民図書館 主幹 

副部会長 渡邊 萌香 生涯学習総務課（生涯学習担当） 事務職員 

委員 藤本 伸一 教育指導課 指導主事 

委員 堀内 和美 小学校教諭（湘南台小学校） 教諭 

委員 大井 泰子 中学校教諭（滝の沢中学校） 教諭 

委員 島村 かおる 子育て企画課 上級主査 

委員 曽我部 麻衣 保育課（幼稚園担当） 主査 

委員 浜野 順子 保育課（保育士） 課長補佐 

委員 的場 幸子 子ども健康課（保健師） 上級主査 

委員 田嶋 有紀子 総合市民図書館 専任主幹補佐 

委員 小島 大輔 総合市民図書館 主査 

委員 松田 かのん  総合市民図書館 事務職員 

 

【事務局（総合市民図書館）】 

田嶋 有紀子 専任主幹補佐 

小島 大輔 主査 

松田 かのん 事務職員 
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４ 藤沢市子ども読書活動推進会議の設置及び運営に関する要綱 

（目的及び設置） 

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、藤沢市における子どもの読書活動の推

進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、藤沢市子ども読書活動推進会議（以下

「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、前条の目的達成のため、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 子どもの読書活動推進のための施策に関すること。 

 (2) 「藤沢市子ども読書活動推進計画」の見直しに関すること。 

 (3) 子どもの読書活動推進に関わる施設及び機関等との情報交換に関すること。 

 (4) その他、子どもの読書活動推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成し、別表１に掲げる職にある者をもっ

て充てる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は、推進会議を代表し、その所掌事項を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

（意見聴取） 

第６条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明

を聞くことができる。 

（作業部会） 

第７条 会長は、必要に応じて作業部会を設け、推進会議の所掌事務について調査又は研究をさ

せることができる。 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、総合市民図書館において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

  附  則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、平成 18年７月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

 ３ この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

 ４ この要綱は、平成 25年７月 1日から施行する。 

 ５ この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

＜別表１＞ 

 会 長   生涯学習部長 
 副会長   生涯学習総務課長 
       教育指導課長  
 委  員   教育総務課長 
       子育て企画課長 
      保育課長 
      青少年課長 
       子ども健康課長 
       総合市民図書館長 
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５ 藤沢市子ども読書活動推進計画改定にかかるアンケート調査の概要 

◆ 調査の目的 本調査は、平成 27年度に策定した「ふじさわ子ども読書プラン 2020 第３

次藤沢市子ども読書活動推進計画」が令和２年度で終了し、令和元年度か

らの計画として改定作業を行うにあたり、子どもの読書活動に関する市民

の様々な意識やニーズを調査・把握するために実施しました。 

 

◆ 調査対象者 ① 藤沢市内在住の幼児の保護者 

② 藤沢市内在住の小学生（２年生、５年生）・中学２年生 

③ 藤沢市内在住の 16～17歳の子ども 

④ ②、③の保護者 

 

◆ 調査方法 対象者（合計 2,970人）を無作為に抽出して、郵送にてアンケート調査票

を配布・回収する方式としました。 

 

◆ 実施期間 令和元年 12月 13日（金）～12月 27日（金） 

 

◆ 回収結果 

調査対象者 調査対象数 回収数 有効回収数 有効回収率 

小学２年生 330人 164人 164人 49.7％ 

小学５年生 330人 166人 166人 50.3％ 

中学２年生 330人 102人 101人 30.6％ 

16～17歳 330人 69人 69人 20.9％ 

保護者 1,650人 630人 630人 38.2％ 

合計 2,970人 1,131人 1,130人 38.0％ 

     有効回収率＝有効回収数÷調査対象数×100 

  




